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遠 賀 川 交 番 だ よ り

２月６日から３月１２日の間、遠賀川駅近くの駐輪場で
自転車が盗まれる事件がありました。
この自転車は馬蹄錠で施錠していたにもかかわらず被
害にあっていることから、２重ロックを心掛けましょう。
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遠賀川交番

～自転車を盗まれないためのポイント～

○ 馬蹄錠やワイヤー錠等を併用しましょう。(２重ロック)

○ 短時間の駐輪でも確実に施錠をしましょう。

○ 自転車を購入したら必ず防犯登録をしましょう。

管内の商業施設での万引き事件が後を絶ちません。万引き
は窃盗罪という犯罪です。

見つからなければ大丈夫とか、少しだけならバレはしないという
考えは大間違いです。 防犯カメラや店員の目、他の買い物客も
見ています。必ずバレます。逮捕されれば、その後の人生に大きな
影響を与えます。絶対にやめましょう。

刑法第２３５条
窃 盗 罪

他人の財物を窃取した者は、窃盗
の罪とし、十年以下の拘禁刑又は
五十万円以下の罰金に処する。

車上ねらい 0 物件 19

自転車盗 1 人身 2

オートバイ盗 0

自販機ねらい 0

侵入盗 0

その他盗難 2

性犯罪等 0

（令和8年３/1～３/20現在）

遠賀川交番管内

３月中事件・事故発生状況


